
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、「特定空家等」

に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象となりました。 
  

近年、空き家は増加しており、今後も更に増加が見込まれています。こうした状況を

踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から、空き家の適切な管理を促し、空き家対策

を総合的に強化するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました。 

 

 

 

空き家等の所有者等について、空き家等の適切な管理の努力義務に加え、国または地
方公共団体が実施する空き家等に関する施策に協力する努力義務が追加されました。 

 

 

 

  放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家を「管理不全空家」とし、「特定空
家等」に加えて、管理不全空家等も指導・勧告の対象となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

固定資産税等の住宅用地特例は、住宅政策上の観点から、居住の用に供する住宅用
地について税負担の軽減を図るために設けられた措置であり、土地が住宅用地に該当
する場合には、下記のとおり、固定資産税等が軽減されます。 

 

 小規模住宅用地 
（200㎡以下の部分） 

一般住宅用地 
（200㎡を超える部分） 

固定資産税の課税標準額 １／６に軽減 １／３に軽減 

都市計画税の課税標準額 １／３に軽減 ２／３に軽減 

 

● 担当 出雲市建築住宅課空き家対策室 電話２１－６２１０ 

固定資産税等の住宅用地特例 

所有者等の責務強化 

「管理不全空家等」の新設

強化 

空き家の発生 

管理不全空家等 

特定空家等 助言・指導 

指導 勧告 

勧告 命令 行政代執行 

新規 

☞ポイント１ 

☞ポイント２ 

＜状態＞ 

【良】 

【悪】 

管理不全空家等 特定空家等 

そのまま放置 
すると倒壊等 
の恐れがある 
状態 

窓や壁が破損
しているなど、
管理が不十分
な状態 

令和５年 12月 13日施行 

建物の管理について市町村からの指導に従わず、勧告を受けた場合は、固定資産
税等の住宅用地特例が解除され、固定資産税等の軽減が受けられなくなります。 


